
地域内フィーダー系統に係る地域公共交通確保維持事業の詳細

0地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第17条第2項第1号~第4号関係)

地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細

0山形県地域公共交通計画<施策・事業 3-2-1>地域内交通ネットワークについて、町

内関係者等の意見を踏まえた改善や見直しの検討等を行う。

・地域公共交通会議における、町内交通ネットワークの課題に関する協議・検証及び

系統・便数・運行ダイヤ等の見直し・改善(川西町)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業 1-1-1><1-2-1>によって整備・運用されてい

る山形県地域公共交通情報共有基盤に対し、GTFS-JP等のデータを適時適切に提供する

よう検討する。(川西町、事業者)

・GTFS-JP の作成・提供の検討(川西町)

0山形県地域公共交通計画<施策・事業3-1-1>に基づき、特に本事業の対象路線・サー

ビスが接続する地域間交通ネットワークの維持・強化を図る。(川西町)

・地域公共交通計画<施策・事業2-1-1>によって導入される交通系 IC 力ードについ

て、町民や来訪者への普及啓発(事業者、川西町)

・本事業対象路線・サービスに対して交通系 IC力ードの今後の導入について検討(川

西町、事業者)

0その他、公共交通サービスの利用促進や改善のための事業を実施する。

・町報にデマンド型乗合交通の利用促進に係る記事を掲載(川西町)

・デマンド型乗合交通登録者及び利用者を対象としたアンケート調査の実施(川西町)

市町村名:川西町

臣亙

2.、運行系統の概要及び運送予定者

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表U を作成し添付

3.運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その

他の定量的な目標・効果及びその評価手法,・、測定方法



0山形県地域公共交通計画大目標数値目標2の川西町相当分の達成

・県全体目標(目標年度R6年度末)

RESAS 移動実態数値(本県への来訪者数等):県外 60,000 人、県内 70,000 人

・川西町目標値(目標年度R6年度末)

県外 500 人、県内 2,000 人

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標3の川西町相当分の達成

・県全体目標値帽標年度R6年度末)

市町村総合交付金対象路線・サービス(本計画対象系統を含む地域内交通ネットワ

ーク全体)の人口あたりの乗車人員:2.50 回/人

・川西町の目標値(目標年度R6年度末)

0.50 回/人(直近年度の実績 7,854 人)

0山形県地域公共交通計画中目標(3)数値目標4の川西町相当分の達成

・県全体目標値(目標年度R6年度末)

市町村の移動サービスに対する負担額

地域鉄道:フ,203 万 6 千円(直近年度の実績5,602 万 8 千円)

路線バス:4憶6,000 万円(直近年度の実績5憶 926 万 7千円)

コミュニティバス:4憶4,000 万円(直近年度の実績4憶9,030万 1 千円)

デマンド交通:1 憶5,000万円(直近年度の実績 1 憶 9,722 万 8 千円)

タクシー:1憶円(直近年度の実績0円)

・川西町目標値(目標年度R6年度末)

地域鉄道:5,368 千円(直近年度の実績4,161 千円)

路線バス:2,832 千円(直近年度の実績3,146 千円)

デマンド交通:5,114千円(直近年度の実績 6,728 千円)

0上記目標を達成するための細目標の達成(年次目標)

・デマンド交通の年間利用者数:9,000 人以上(直近年度の実績7,854人)

・デマンド交通の収支率:50%(直近年度の実績58.4%)

・デマンド交通へ川西町負担額:フ,737千円(直近年度の実績 6,728千円)

・本町からみた運行経費における利用者との負担割合:50.0%(直近年度の実績58,9%)

・利用者から満足しているとアンケートで回答があった割合:80.0%(直近年度の実

績 46.4%)

0事業の効果

・上記路線を維持することにより、本町全域における高齢者等の日常生活に必要不可

欠な移動手段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、

効率的な運行体系が実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。

0上記目標・細目標の評価手法・測定方法

・上記目標・細目標の年度毎の達成状況について、最新のRESASの数値や事業者等か

ら提出された利用者数・収支率等の実績をもとに、川西町公共交通会議や山形県地域

公共交通活性化協議会において評価・検討を行う。

卿f研

4 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るデマンド型乗合交通について、

その運行に係る費用総額16,7巧千円のうち、川西町から運行事業者への補助金額につい

ては、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとして

いる。

また、デマンド型乗合交通への上記補助金額も含めた鴨嘱氏(山形県市町村総合交付

金申請予定事業一覧)」に記載された交通サービスに対する川西町の負担については、山

形県市町村総合交付金交付要綱に基づき、一定額を県が負担する。



0車両減価償却費等国庫補助金に関する事項

(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第21条第1号~第4号関係)

5 車両の、取得に係る目的・必要性

【車両減価費庫補助金を受けようとする合のみ】

該当なし

6 車両の取得に係る定量的な目標・効果

(1)事業の目標

両減価却等

該当なし

(2)事業の効果

該当なし

7

助金を受けようとる△のみ】

車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者

該当なし

金を受けようとする Aのみ

車両の取得に要する費用の総額イー、負担者とその負担額8i

別一細

該当なし

助金を受け,よう、と.1る Aのみ

0その他申請に関する事項

9 協議会の開催状況と主な議論

0山形県地域公共交通活性化協議会(全体協議会)

<令和2年度>

・令和 2年4月23日(第 1 回):協議会の設立、公開原則の議決等

・令和2年7月15日(第2 回):地域公共交通計画策定に向けた議論

・令和 2年10月26日(第3 回):地域公共交通計画骨子案の議論

・令和 3年1月28日(第4回):地域公共交通計画素案の議論

・令和 3年3月23日(第 5 回):地域公共交通計画案の議論

<令和3年度>

・令和3年6月日(第1回):国庫補助要綱改正を踏まえた地域交通計画の修正について

の議論

0山形県地域公共交通活性化協議会(地域別部会)

<令和2年度>

山形県地域公共交通活性化協議会置賜地域部会

・令和 2年10月12日(第 1 回):地域公共交通計画策定に向けた地域課題の整理

・令和3年1月14日(第2 回):地域公共交通計画素案に対する地域の意見整理

0川西町地域公共交通会議

<令和2年度>

・令和2年6月23日(第 1 回):令和3年度川西町生活交通確保維持改善計画について

0山形県主催の補助要綱改正等の内容説明会

・令和3年4月20日:補助要綱の改正とそれに伴う県計画の修正の説明・質疑応答

両減

両

庫補

償却
,
、
＼



10

山形県地域公共交通活性化協議会及びその地域別部会については、原則すべての資料及び

疑似が協議会事務局(山形県)により川西町民も含めた県民全てに公開され、疑似やその他
地域公共交通に関する意見の提供ができる状況にあり、提供された意見については、施策の

反映につなげている。

本町では、デマンド型乗合交通利用者にアンケート調査を実施し、意見の収集及びデマン

ド型乗合交通の運行実績より利用状況の検証を行っている。集約した町民の意見や検証結果

は、住民の二ーズに沿うような利便性向上に向けた検討に反映している。

利用者等の意見の反映状況

1 1

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表5」を作成し添付

地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

臣亙

【本計画に関する担当者・連絡先】

(住所)山形県東置賜郡川西町大字上小松97フ-1

(所属)川西町

(氏名)大河原綾乃

(電話) 0238-27-1133

(e-ma i D mach i zuku@town. yamagata. kawan i sh i. j p



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

川西町

川西観光タクシー(有)

(有)大京タクシー

(有)みどりタクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載する区と。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する区と。

3.「利便増進特例措置」1こついては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」1こついて記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)川西町デマンド型乗合交通

(2)川西町デマンド型乗合交通

(3)川西町デマンド型乗合交通

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

町内全延

終点

系統
キロ程

町内全垣

三十画

運イテ

日数

町内全起

km

km

三十画

運行

回数

krη

365日

krη

km

km

3,285回

365日

運行態様の別

krT'1

krΥ1

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

3,285回

365日

区域運行

k r,'1

krη

3,285回

基準ハで
該当する
要件

日

区域運行

日

回

②(1)

区域運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

[Σ互亙亙口

回

②(1)

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続

②(1)

JR "

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

③

JR"

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との

接続

③

目1」J 、

' 1/、

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

川西町

川西観光タクシー(有)

(有)大京タクシー

(有)みどりタクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」1こついては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域問交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

a)川西町デマンド型乗合交通

(2)川西町デマンド型乗合交通

(3)川西町デマンド型乗合交通

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

町内全類

終点

系統
キロ程

町内全垣

=十画

運行
日数

町内全堰

km

k『"

三十画

運行
回数

km

k「η

365日

krη

kr"

3,285回

365日

運行態様の別

krYI

kr"

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

3,285回

365日

区域運行

k巾

krη

3,285回

基準ハで
該当する
要件

日

区域運行

日

回

区域運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

[三璽亙ヨ

回

JR

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続
JR"

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

" 1/、

JR'

松駅、中郡駅)及ぴフラ
ワ一長井線(西大駅)との

接続

'牙 I J 、

③

'9 1」ハ

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

川西町

川西観光タクシー(有)

(有)大京タクシー

(有)みどりタクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」1こ営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」については、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」については、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」1こついて記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)川西町デマンド型乗合交通

(2)川西町デマンド型乗合交通

(3)川西町デマンド型乗合交通

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

町内全酋

終点

系統
キロ程

町内全延

ヨ十画

運行

日数

町内全延

km

krYI

三十画

運行

回数

k巾

km

365日

krη

k「η

3,285回

365日

運行態様の別

km

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

3,285回

365日

krγ1

区域運行

krη

km

3,285回

基準ハで
該当する
要件

日

区域運行

日

回

区域運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

E^

回

dR "

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続
JR "

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

、"目1

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続

H11/、

" 1J、

③

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復

往
復



表1 地域公共交通確保維持事業により運行を確保,維持する運行系統の概要及び運送予定者(地域内フィーダー系統)

市区町村名 運送予定者名

川西町

川西観光タクシー(有)

(有)大京タクシー

(有)みどりタクシー

運行系統名
(申請番号)

(注)

1.区域運行及び乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」1こついて記載を要しない。

2.「系統キロ程」につぃては、小数点第1位(第2位以下切り捨て)まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

3.「利便増進特例措置」につぃては、地域公共交通利便増進計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用(別表9)を受けて補助対象となる場合のみ「0」を記載すること。

4.「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

5.「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」にっいては、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかにっいて記載すること。

6.乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

フ.本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

(1)川西町デマンド型乗合交通

(2)川西町デマンド型乗合交通

(3)川西町デマンド型乗合交通

運行系統

起点

(4)

経由地

(5)

町内全坊

終点

系統
キロ程

町内全延

言十画

運イテ
日数

町内全起

krη

km

三十画

運行
回数

krη

365日

krη

krη

3,285回

365日

k『カ

運行態様の別

krη

kr"

地域内フィーダー系統の基準適合
(別表7及び別表9)

3,285回

365日

区域運行

krη

3.285回

基準ハで
該当する
要件

日

krη

区域運行

日

回

区域運行

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

[Σ王亙亙ヨ

回

JR"

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続
JR

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続

基準ホで該
当する要件
(別表7のみ)

目1

松駅、中郡駅)及びフラ
ワ一長井線(西大駅)との
接続

目1」/、

③

"1リ、

③

③

利
便
増
進
特
例
措
置

往
復

往
復

往
復

往
復

往
復
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デマンド

交

前日までに電話で予約して

いただくと、乗り合いタクシ

ーが複数の方を乗降場所の戸

口から、それぞれの目的地の

戸口まで送迎するものです。

利用される方は事前に会員

登録が必要になります。

どこでも乗降可能毎日行

と?

~デマンド交通運行内容~

利用方法

▼利用日の1週間前から前日までに予約センターに

▼予約受付毎日午前8時30分~午後5時

※ただし利用日前日は午後4時まで

▼予約センター Te02 3 8 -42-3 288

▼その他利用の際は必ず会員証を携帯してください。

運行日

▼毎日

運行便

▼一日9便(午前5便午後4便)

午前 7時30分便、 8時30分便、 9時30分便、 10時30分便、 11時30分便

午後 1時00分便、 2時00分便、 3時00分便、 4時00分便

※運行便の時間はタクシーがタクシー会社を出発する時間です。

その時間に迎えに行くのではありません。

※通常、予約した便の一時間後までには目的地に到着します。

※病院の診察の時間が延び予約した便に乗れない場合、その予約便の運行前に

予約センター(旧0238-42-3288)に申し出をいただければ、

後発の運行便に乗ることができます。

目的地

▼町内どこでも乗り降りできます。

▼500円(小学生以上)

※力ワニシお買い物券、福祉タクシー利用助成券が使用できます。

裏面もご覧ください



会員登録

▼利用される方は事前に会員登録が必要になります。

役場まちづくり課に直接お越しください。制度の説明をいたします。
どうしても役場にお越しになれない場合は、電話でもお受けする場合もあります。

登録された方には後日会員証を送付いたします。

丑02 38 -2 7-11 3 3 (役場:まちづくり課)

予約の流れ

上自宅から病院まで行く場合)

利用日の一週前から前日の4時まで、

利用者 「上小松の川西花

子です。会員番号は

10001 番です。」

枇予挑汐一【OZ33-4Z-1Z33】に

予約センター

9g

「13日に 7時30分

便で自宅から公立置

賜合病院までお

いします。」

「上小松の川西花子

さんですね。ご予約

は何日の何時便で、

どちらからどちらま

でご利用ですか?」

膨'◆'ー

※運行便の時間はタクシーがタクシー会社を出発する時間です。

各家等を回るため少し時間がかかりますのでご了承ください。

予約のキャンセル

▼予約にキャンセルがあった場合は、必ず予約センターに電話をしてください。

「13日の 7時30分

便で自宅力)ら公立

置賜総合病院まで

ですね。」

「帰りはどうなさ

いますか?」

Π時00 便で公立

置賜総合病院から

自宅までおいし

ます。」

▼川西町役場まちづくり課

企画調グループ ao

「乗り合わせで目的

地に向かいます。少

し時間がかかりま

す。お待ちください。

ご予約ありがとうご

さいました。」

38 2 7-1 1 3 3



表5 地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

市区町村名

人口集中地区以外

川西町

交通不便地域等

交通不便地域等の内訳

人口

人口

(単位:人)

15,751 人

1包以公夬父超云T圓、屯蹴公六父週不1Π史工冒這夫力也云T圓、工也臥朧答浬込ワービ人継玩夫力也買T圓Uノ束疋

年月日及び

15,751

ι去仰

15,751

対象地区

山形県地域公共交通計画

町内全域

計画名

a)記載要領

1.人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の3月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

2、「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

3.「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以
下、「交付要綱」という。)の別表7(ハ②(1))に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表7(ハ②(2)(実施要領の2,(1)⑪))に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表フリに基づき地方運輸局長等が認、める地域の合計
(重複する場合を除く)を記載すること。

4.「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表7(ハ②(1))に掲げる法律
(根拠法)1こ基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

5.「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定(乗用)」と記載すること。

6.吽寺例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること。

過疎法第2条第1項

根拠法

策定年月日

令和3年3月

特例適用開始年度

(2)添付書類
1.「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

けこだし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可)


